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則

青
森
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
規
則
第
十
九
号

青
森
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則

(

平
成
十
二
年
六
月
青
森
県
規
則
第
百
六
十
三
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
第
三
号
イ
中

｢

第
十
条
第
一
項｣

を

｢

第
五
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
号
ホ
中

｢

鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律

(

大
正
七
年
法
律
第
三
十
二
号)

第
八
条
ノ
八
第
一
項｣

を

｢

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号)

第
二
十
八

条
第
一
項｣

に
、｢

設
定
さ
れ
た｣

を

｢

指
定
さ
れ
た｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
第
一
項
第
三
号
ホ
の

改
正
規
定
は
、
同
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
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酪
農
振
興
セ
ン
タ
ー
規
則
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一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
規
則
第
二
十
号

青
森
県
酪
農
振
興
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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青
森
県
酪
農
振
興
セ
ン
タ
ー
規
則

(

昭
和
四
十
四
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
四
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中

｢表
｣

を
削
り
、｢特

徴
｣

を

｢個
体
識
別
番
号
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
裏
を
削

る
。第

二
号
様
式
中

｢特
徴
｣

を

｢個
体
識
別
番
号
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
青
森
県
酪
農
振
興
セ
ン
タ
ー
規
則
の
規
定
に
よ
り
提
出

さ
れ
、
又
は
交
付
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
改
正
後
の
青
森
県
酪
農
振
興
セ
ン
タ
ー
規
則
の
相
当
規

定
に
よ
り
提
出
さ
れ
、
又
は
交
付
さ
れ
た
書
類
と
み
な
す
。

青
森
県
河
川
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
規
則
第
二
十
一
号

青
森
県
河
川
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
河
川
法
施
行
細
則

(

昭
和
四
十
年
四
月
青
森
県
規
則
第
三
十
五
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中

｢

第
十
三
条｣

を

｢

第
十
二
条｣

に
改
め
る
。

別
表
中

｢

第
十
八
条
第
一
項
第
六
号｣

の
下
に

｢

及
び
第
六
号
の
二｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
の
改
正
規
定
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
空
港
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
規
則
第
二
十
二
号

青
森
空
港
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
空
港
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
十
月
青
森
県
規
則
第
九
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中

｢

及
び
青
森
空
港
と
本
邦
外
の
地
点
と
の
間
に
路
線
を
定
め
て
一
定
の
日
時
に

よ
り
航
行
す
る
航
空
機｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

教

育

委

員

会

青
森
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
及
び
青
森
県
教
育
委
員
会
の
事
務
の
委
任

等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号

青
森
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
及
び
青
森
県
教
育
委
員
会
の
事
務
の

委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

青
森
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

第
一
条

青
森
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
二
年
四
月
青
森
県
教

育
委
員
会
規
則
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中｢

班｣

を｢

グ
ル
ー
プ｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
条

教
育
庁
に
教
育
政
策
課
、
職
員
福
利
課
、
学
校
施
設
課
、
義
務
教
育
課
、
県
立
学
校
課
、

生
涯
学
習
課
、
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
及
び
文
化
財
保
護
課
を
置
き
、
課
の
所
掌
事
務
を
分
掌
さ
せ

る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
に
グ
ル
ー
プ
を
置
く
。

第
三
条
第
三
項
を
削
る
。

第
五
条
第
十
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
七

教
育
長
が
定
め
る
各
課
に
共
通
す
る
事
務
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。
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第
九
条
の
二
第
十
四
号
中

｢

県
総
合
運
動
公
園

(

運
動
施
設
区
域
に
限
る
。)

｣

を

｢

新
県
総

合
運
動
公
園

(

特
定
公
園
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

及
び
県
総
合
運
動
公
園

(

運
動
施
設
区

域
に
限
る
。)

｣

に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
見
出
し
中｢

班
及
び｣

を
削
り
、
同
条
中｢

班
及
び｣

及
び｢

班
又
は｣

を
削
る
。

第
十
四
条
第
二
項
中

｢

学
校
施
設
課｣

の
下
に

｢

、
生
涯
学
習
課｣

を
加
え
、｢

県
立
学
校
課
、

生
涯
学
習
課｣
を

｢

県
立
学
校
課｣

に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
見
出
し
を

｢
(

理
事
及
び
参
事)

｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢

、
参
事
、
総
括

副
参
事
及
び
副
参
事｣
を

｢

及
び
参
事｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
を
削
り
、
同
条
を

第
十
五
条
の
二
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

ス
ポ
ー
ツ
振
興
局
長)

第
十
五
条

教
育
庁
に
ス
ポ
ー
ツ
振
興
局
長
を
置
く
。

２

ス
ポ
ー
ツ
振
興
局
長
は
、
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に
関
す
る
重
要
な
事
項
を
総
括
整
理
す
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中

｢

第
十
七
条｣

を

｢
第
十
六
条
の
三
、
第
十
六
条
の
五
、
第
十
八
条｣

に

改
め
る
。

第
十
七
条
を
削
り
、
第
十
六
条
の
二
を
第
十
七
条
と
し
、
第
十
八
条
の
二
を
第
十
六
条
の
二
と

し
、
第
十
六
条
の
三
を
第
十
六
条
の
四
と
し
、
第
十
六
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

総
括
副
参
事)

第
十
六
条
の
三

課
に
必
要
に
応
じ
総
括
副
参
事
を
置
く
。

２

総
括
副
参
事
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
重
要
な
事
項
に
関
す
る
企
画
、
調

査
及
び
立
案
に
参
画
す
る
。

第
十
六
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

副
参
事)

第
十
六
条
の
五

課
に
必
要
に
応
じ
副
参
事
を
置
く
。

２

副
参
事
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
項
に
関
す
る
企
画
、
調
査
及
び
立
案

に
参
画
す
る
。

第
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

専
門
職)

第
十
八
条

課
及
び
教
育
事
務
所
に
法
令
に
定
め
が
あ
る
職
を
置
く
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
総
括
主

任
指
導
主
事
、
総
括
主
任
社
会
教
育
主
事
、
主
任
指
導
主
事
及
び
主
任
社
会
教
育
主
事
を
置
く
。

２

総
括
主
任
指
導
主
事
は
、
学
校
教
育
に
関
す
る
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
重
要
な
専
門
的
事
項
の
指

導
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
。

３

総
括
主
任
社
会
教
育
主
事
は
、
社
会
教
育
に
関
す
る
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
重
要
な
専
門
的
技
術

的
な
助
言
及
び
指
導
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
。

４

主
任
指
導
主
事
は
、
学
校
教
育
に
関
す
る
重
要
な
専
門
的
事
項
の
指
導
に
関
す
る
事
務
に
従

事
す
る
。

５

主
任
社
会
教
育
主
事
は
、
社
会
教
育
に
関
す
る
重
要
な
専
門
的
技
術
的
な
助
言
及
び
指
導
に

関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
。

第
十
九
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中

｢

法
令
に
特
別
の
定
め
の
あ
る｣

を

｢

前
条
に

規
定
す
る｣

に
、｢

、
別
表
第
一｣

を｢

、
必
要
に
応
じ
別
表
第
一｣

に
改
め
、｢

、
教
育
事
務
所｣

を
削
る
。

第
二
十
一
条
中

｢

前
条
ま
で｣

を

｢

第
十
七
条
ま
で
並
び
に
第
十
九
条
及
び
第
二
十
条｣

に
改

め
、
同
条
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
括
主
任
指
導
主
事
及
び
主
任
指
導
主
事
は
指
導
主
事
を
、

総
括
主
任
社
会
教
育
主
事
及
び
主
任
社
会
教
育
主
事
は
社
会
教
育
主
事
を
も
っ
て
充
て
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中

｢

前
十
三
条｣

を

｢

前
十
五
条｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
学
校
施
設
課
の
部
、
義
務
教
育
課
の
部
、
県
立
学
校
課
の
部
、
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
の

部
ス
ポ
ー
ツ
振
興
推
進
監
の
項
及
び
教
育
事
務
所
の
部
を
削
る
。

別
表
第
三
社
会
体
育
指
導
員
の
項
、
嘱
託
の
項
、
主
任
技
能
技
師
の
項
及
び
主
任
技
能
主
事
の

項
を
削
る
。

(

青
森
県
教
育
委
員
会
の
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

第
二
条

青
森
県
教
育
委
員
会
の
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
二
年
一
月
青
森
県
教

育
委
員
会
規
則
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
五
号
中

｢

事
務
局
の
理
事｣

を

｢

事
務
局
の
ス
ポ
ー
ツ
振
興
局
長
、
理
事｣

に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
立
郷
土
館
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号

青
森
県
立
郷
土
館
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青 森 県 報������	
�� �� 号外第24号�� �
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青
森
県
立
郷
土
館
規
則

(

昭
和
四
十
八
年
三
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
同
条
第
四
項
中
第
一
号
及
び
第
二

号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
一
号
と
し
、
第
四
号
を
第
二
号
と
す
る
。

第
六
条
中
第
四
項
を
削
り
、
第
五
項
を
第
四
項
と
し
、
第
六
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
を
一
項
ず
つ

繰
り
上
げ
、
第
十
六
項
及
び
第
十
七
項
を
削
り
、
第
十
八
項
を
第
十
五
項
と
し
、
第
十
九
項
を
第
十

六
項
と
す
る
。

第
八
条
第
一
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

月
曜
日

た
だ
し
、
こ
の
日
が
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七

十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日
に
当
た
る
場
合
は
、
そ
の
翌
日
と
す
る
。

二

年
末
年
始

十
二
月
二
十
九
日
か
ら
一
月
三
日
ま
で

三

館
内
整
理
日

郷
土
館
資
料
の
整
理
及
び
保
存
処
理
に
要
す
る
日
と
し
て
年
間
十
日
以
内

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

安

委

員

会

委
託
講
習
の
実
施
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

櫛

引

利

貞

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号

委
託
講
習
の
実
施
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

委
託
講
習
の
実
施
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
四
十
九
年
四
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
一
中

｢

｣

を｢

｣

に
、

｢

｣

を｢

｣
に
、

｢

｣

を
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｢

｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
警
察
職
員
の
定
員
配
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

櫛

引

利

貞

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号

青
森
県
警
察
職
員
の
定
員
配
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
警
察
職
員
の
定
員
配
置
規
則

(

昭
和
二
十
九
年
七
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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� �

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

交
番
、
警
察
官
駐
在
所
及
び
警
備
派
出
所
の
名
称
、
位
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

櫛

引

利

貞

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号

交
番
、
警
察
官
駐
在
所
及
び
警
備
派
出
所
の
名
称
、
位
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

交
番
、
警
察
官
駐
在
所
及
び
警
備
派
出
所
の
名
称
、
位
置
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
八

月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
八
戸
警
察
署
の
項
中

｢

東
交
番｣

を

｢

類
家
交
番｣

に
、

青 森 県 報平成15年３月28日 金曜日 号外第24号 �� �

別表

青 森 県 警 察 職 員 定 員 表

区分

本部､ 署名
警 視 警 部 警部補

巡 査

部 長
巡 査 小 計

一 般

職 員
合 計

県 警 察 本 部

青 森 警 察 署

浪 岡 警 察 署

蟹 田 警 察 署

大 間 警 察 署

む つ 警 察 署

野辺地警察署

弘 前 警 察 署

鰺ケ沢警察署

木 造 警 察 署

金 木 警 察 署

五所川原警察署

板 柳 警 察 署

黒 石 警 察 署

大 鰐 警 察 署

八 戸 警 察 署

三 戸 警 察 署

五 戸 警 察 署

十和田警察署

七 戸 警 察 署

三 沢 警 察 署

59

4

1

1

1

2

1

5

1

1

1

2

1

2

1

4

1

1

2

1

2

98

9

4

3

2

5

7

8

5

4

4

5

2

5

3

8

4

2

5

4

5

207

78

10

11

7

17

15

62

10

12

10

17

5

16

9

62

11

8

19

9

18

90

111

12

6

4

24

21

78

14

15

13

30

8

31

7

91

10

6

29

11

23

158

115

5

5

6

27

11

67

7

8

7

23

6

19

5

106

12

7

29

6

23

612

317

32

26

20

75

55

220

37

40

35

77

22

73

25

271

38

24

84

31

71

257

18

4

4

3

7

4

16

4

4

4

8

4

7

4

23

4

4

7

4

9

869

335

36

30

23

82

59

236

41

44

39

85

26

80

29

294

42

28

91

35

80

合 計 94 192 613 634 652 2,185 399 2,584



� �
｢

城
下
交
番

八
戸
市
沼
舘
一
丁
目
八
番
二
一
号

｣
を｢

沼
館
交
番

八
戸
市
沼
館
一
丁
目
八
番
二
一
号

｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
野
辺
地
警
察
署
の
項
中

｢

上
北
郡
東
北
町
字
往
来
の
下
四
二
番
地
五

｣

を｢

上
北
郡
東
北
町
字
往
来
ノ
下
四
二
番
地
五

｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
十
五
号

道
路
交
通
法

(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号)

第
百
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
指
定
講
習
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
指
定
講
習
機
関
に
関
す
る
規
則

(

平
成
二
年
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
一
号)

第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

櫛

引

利

貞

一

名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

名
称

マ
ル
エ
ス
自
工
株
式
会
社
八
戸
モ
ー
タ
ー
ス
ク
ー
ル

２

住
所

八
戸
市
石
堂
四
丁
目
七
番
三
二
号

３

代
表
者
の
氏
名

新
戸
部
八
州
男

二

特
定
講
習
を
行
う
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

事
務
所
の
名
称

八
戸
モ
ー
タ
ー
ス
ク
ー
ル

２

事
務
所
の
所
在
地

八
戸
市
石
堂
四
丁
目
七
番
三
二
号

三

特
定
講
習
の
種
別

取
消
処
分
者
講
習

四

指
定
を
行
っ
た
年
月
日

平
成
十
五
年
三
月
十
九
日
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(

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

発

行

所

・

発

行

人

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東

奥

印

刷

株

式

会

社

印

刷

所

・

販

売

人
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